
議案第９７号

専決処分の報告及び承認を求めることについて

緊急執行を要した下記のことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。

平成２６年６月１１日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 



（別紙） 

専決第２３号 

専 決 処 分 書 

 次の件は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかで

あると認めるので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、専決処分する。 

  平成２６年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

さいたま市国民健康保険税条例（平成１４年さいたま市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮

徴収）

 （既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮

徴収）

第１８条 市長は、当該年度の初日の属する年の前

年の１０月１日からその翌年の３月３１日までの

間における特別徴収対象年金給付（法第７１８条

の２第２項に規定する特別徴収対象年金給付をい

う。以下同じ。）の支払の際、支払回数割保険税

額を徴収されていた特別徴収対象被保険者につい

て、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴

収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属

する年の９月３０日までの間において支払われる

場合においては、その支払に係る国民健康保険税

額として、当該支払回数割保険税額に相当する額

として地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号）第２４条の３６に規定する額を、特別徴

収の方法によって徴収する。

第１８条 市長は、当該年度の初日の属する年の前

年の１０月１日からその翌年の３月３１日までの

間における特別徴収対象年金給付（法第７１８条

の２第２項に規定する特別徴収対象年金給付をい

う。以下同じ。）の支払の際、支払回数割保険税

額を徴収されていた特別徴収対象被保険者につい

て、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴

収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属

する年の９月３０日までの間において支払われる

場合においては、その支払に係る国民健康保険税

額として、当該支払回数割保険税額に相当する額

として地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号）第２４条の３７第１項に規定する額を、

特別徴収の方法によって徴収する。

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額）



第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５０万円を超える場合には、５０万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１３万円を超える場合には、１３万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１０万円を超える場合には、１０

万円）の合算額とする。

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５０万円を超える場合には、５０万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１３万円を超える場合には、１３万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１０万円を超える場合には、１０

万円）の合算額とする。

 ［略］  ［略］

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に２４万５，０００円を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者（当該納税義務者を

除く。）の数及び特定同一世帯所属者の数の合

計数に２４万５，０００円を乗じて得た額を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（

前号に該当する者を除く。）

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に４５万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に３５万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第２１条第１項第２号及

び第３号の規定は、平成２６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、

平成２５年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


